平成26年４月16日
　
指定共同生活援助事業所　管理者　様

神奈川県保健福祉局
福祉部 障害サービス課長
障害者のグループホームにおけるスプリンクラー設備等に関する
調査の実施について（依頼）
本県の障害福祉行政の推進については、日ごろより格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
障害者グループホーム等の防火安全対策については、消防法施行令の一部改正により従来の面積基準が撤廃され、スプリンクラー設備や自動火災報知設備の設置が原則義務付けられることとなっております。
このことを受けて、このたび障害者のグループホームの防火安全体制等に関して、実態把握のための調査を行うこととしたので、別添の調査票に記載の上、平成26年４月28日（月）までにご回答くださるようお願いします。なお、回答内容について県内市町村に情報提供する場合がありますので、ご了承ください。
【留意事項】
１　提出様式　　【エクセルファイル　調査票】
　　　　　　　　　　※事業所単位で回答をお願いします。
２　提出方法　　電子メール　　kimura.f47@pref.kanagawa.jp
　　　　　　      

３　提出期限　　平成26年４月28日（月）【厳守願います。】 
４　調査票の作成方法
調査項目「１　事業所の概要」の回答については貴事業所で作成し、「２　設備の状況」以降の回答については、共同生活住居ごとに１枚ずつ「住居」のシートに記載してくださるようお願いします。住居ごとの回答データが同ファイルの「集計シート」に反映されますので、シートの順番を変える等はしないようお願いいたします。

問い合わせ先


施設福祉グループ　木村


電話　　045-210-1111（内線）4724











